
＜改善策①＞ 技術提案の評価結果に関する具体的な内容の通知
＜入札結果の公表例＞ 公表済み

業者名 入札価格 評価点 評価値 備考

評価点の内訳

評価点 施工体制評価点

施工計画（周
辺環境に配慮 企業の 施工体制標準点 合計辺環境に配慮
した具体的な
施工計画につ

いて

企業の
施工能力

企業の
信頼性・
社会性

小計
品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

小計

A社 ¥340,000,000 155 45.588 100 15 8 2 25 15 15 30 155

B社 ¥336,000,000 172 51.190 100 30 10 2 42 15 15 30 172 

C社 ¥332,000,000 158 47.590 100 15 11 2 28 15 15 30 158 

D社 ¥333,000,000 174 52.252 落札 100 30 14 0 44 15 15 30 174 

・・・・

【具体的な評価内容の通知例】 新規
【凡例】○ 加点対象として評価する

技術提案 評価の内容

・工事搬入路の県道は生活道路として歩行者等の利用が多いため 周辺地区に対し リーフレットを作成して工事説明を行う －

【具体的な評価内容の通知例】 新規
【凡例】○：加点対象として評価する

－：加点対象として評価しない

工事搬入路の県道は生活道路として歩行者等の利用が多いため、周辺地区に対し、リ フレットを作成して工事説明を行う

・工事区域は水田や河川、用水路に隣接している事から地盤改良区域周辺に土堰堤を設置する ○

・本工事の地盤改良工では、プラント設備の洗浄等による余水の集水との再利用を行う －

・ミキサーへのセメント投入による粉塵の飛散防止のため、プラント設備をシートにて仮囲いする ○

・地盤改良においてはセメント搬入車の出入りに際して、工事区域出入口に高圧洗浄機を設置し、タイヤ洗浄を行う ○



＜改善策②＞ 評価内容等に関する問い合わせ窓口の設置
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＜改善策③＞ 入札参加要件における要件設定の見直し

＜入札参加要件の記載項目＞（一般的なもの：WTO対象工事を除く）＜入札参加要件の記載項目＞（ 般的なもの：WTO対象工事を除く）

（１）予算決算及び会計令第７０条及び第７１条の規定（一般競争に参加させないことができる者）
に該当しない者

（２）当該地方整備局の競争参加資格登録を行っている者
（会社更正法の更正手続開始の申し立てがなされている者等でないこと）

（３）地域要件

（４）施工実績

例１）（ア）道路橋又は鉄道橋であること。

（イ）最大支間長が２５ｍ以上であること。

例２）（ア）２車線以上の道路におけるアスファルト舗装工事で、舗装の表層面積が10,000m2
以上の工事であること

例３）（ア）河川堤防の築堤工事において築堤盛土量が４ ０００m3以上であること例３）（ア）河川堤防の築堤工事において築堤盛土量が４，０００m3以上であること｡

（５）監理技術者を当該工事に専任で配置できること

（６）以下 略 ・・・（６）以下、略 ・・・



総合評価方式（工事）における入札契約手続きの透明性の確保に関する取り組み

（入札契約手続きの流れ） （第三者委員会によるチェック）

公表
（年度毎）

総合評価方式の
実施方針

総合評価委員会

総合評価方式における評価項目・内容、
配点割合、審査基準
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